
【教育基本法の改正】
○平成１８年 ４月２８日 閣議決定・国会提出
○平成１８年１２月１５日 成立
○平成１８年１２月２２日 公布・施行

【教育再生会議】
○平成１９年 １月２４日 第一次報告「社会総がかりで教育再生を

～公教育再生への第一歩～」

【中央教育審議会】
○平成１９年 ３月１０日 答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要

とされる教育制度の改正について」
○平成１９年 ３月２９日 答申「今後の教員給与の在り方について」

【教育三法案】
○平成１９年 ３月３０日 閣議決定・国会提出
○平成１９年 ６月２０日 成立

教育３法の改正について

（これまでの経緯）

【学校教育法の改正】
○ 改正教育基本法の新しい教育理念を踏まえ、新たに義務
教育の目標を定めるとともに、幼稚園から大学までの各学校
種の目的・目標を見直し。

○ 副校長等の新しい職を置くことができることとし、組織として
の学校の力を強化。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正】
○ 教育における国、教育委員会、学校の責任を明確にし、保
護者が安心して子どもを学校に預けうる体制を構築。

【教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正】
○ 教員免許更新制を導入し、あわせて指導が不適切な教員
の人事管理を厳格化し、教員に対する信頼を確立する仕組
みを構築。
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社会人等を対象とした特別の課程（教育プログラム）を履修した者に対して

大学等が証明書を交付できることとする。

（施行期日）
・（２）新しい職の設置・・・平成２０年４月１日
・上記以外・・・公布の日から６月以内で政令で定める日

学校教育法等の改正

○改正教育基本法の新しい教育理念を踏まえ、新たに義務教育の目標を定め
るとともに、幼稚園から大学までの各学校種の目的・目標を見直す。

○学校種の規定順について、幼稚園を最初に規定する。
（改正前）小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園
（改正後）幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

（１）各学校種の目的及び目標の見直し等

○学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るため、幼稚園、小・中
学校等に副校長、主幹教諭、指導教諭という職を置くことができることとする。

（２）副校長その他新しい職の設置

○学校は、学校評価を行い、その結果に基づき、学校運営の改善を図ることに
より、教育水準の向上に努めることとする。

○学校は、保護者等との連携協力を推進するため、学校運営の状況に関する
情報を積極的に提供するものとする。

（３）学校評価と情報提供に関する規定の整備

２

（４）大学等の履修証明制度

（改正教育基本法を踏まえ、義務教育の目標に次の事項等を規定）
・ 規範意識、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する態度
・ 生命及び自然を尊重する精神、環境の保全に寄与する態度
・ 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度、
他国を尊重し国際社会の平和と発展に寄与する態度

（各職の職務内容）
・副校長：校長を助け、命を受けて校務をつかさどる
・主幹教諭：校長等を助け、命を受けて校務の一部を整理するとともに、児童生徒の教育等
をつかさどる
・指導教諭：児童生徒の教育をつかさどるとともに、他の教諭等に対して、教育指導の改
善・充実のために必要な指導・助言を行う



○地方教育行政の基本理念を明記する。
○合議制の教育委員会は、①基本的な方針の策定、②教育委員会規則の制定・

改廃、③教育機関の設置・廃止、④職員の人事、⑤活動の点検・評価、⑥予算
等に関する意見の申し出については自ら管理執行することを規定する。

○教育委員会は学識経験者の知見を活用し、活動状況の点検・評価を行うことと
する。

（１）教育委員会の責任体制の明確化

（施行期日） 平成２０年４月１日

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正

○市町村は近隣の市町村と協力して教育委員会の共同設置等の連携を進め
教育行政の体制の整備・充実に努めることとする。

○市町村教育委員会は指導主事を置くように努めることとする。
○教育委員の責務を明確化し、国・都道府県が教育委員の研修等を進めること
とする。

（２）教育委員会の体制の充実

○教育委員の数を弾力化し、教育委員への保護者の選任を義務化する。
○文化・スポーツの事務を首長が担当できるようにする。
○県費負担教職員の同一市町村内の転任については、市町村教育委員会の
内申に基づき、都道府県教育委員会が行うこととする。

（３）教育における地方分権の推進

○教育委員会の法令違反や怠りによって、緊急に生徒等の生命・身体を保護す
る必要が生じ、他の措置によってはその是正を図ることが困難な場合、 文部
科学大臣は是正・改善の「指示」ができる旨の規定を設ける。

○教育委員会の法令違反や怠りによって、生徒等の教育を受ける権利が侵害さ
れていることが明らかである場合、文部科学大臣は、講ずべき措置の内容を
示して、地方自治法の「是正の要求」を行う旨の規定を設ける。

○上記の「指示」や「是正の要求」を行った場合、文部科学大臣は、当該地方公
共団体の長及び議会に対してその旨を通知する。

（４）教育における国の責任の果たし方

○知事は、私立学校に関する事務について、必要と認めるときは、教育委員会に
対し、学校教育に関する専門的事項について助言・援助を求めることができる
旨の規定を設ける。

（５）私立学校に関する教育行政
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教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正

○教員免許状の有効期間
・普通免許状及び特別免許状に１０年間の有効期間を定める。

○有効期間の更新
・免許状の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
・免許管理者は、免許状更新講習を修了した者等について、免許状の有効期
間を更新する。
・災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延
長できる。

○施行前に授与された免許状を有する者の取扱い
・施行前に授与された免許状を有している教員等は、１０年ごとに免許状更新
講習を修了したことの確認を受けなければならない。
・講習を修了できなかった者の免許状は、その効力を失う。

（１）教員免許更新制の導入（教育職員免許法）

○指導が不適切な教員の認定及び研修の実施等
・任命権者は、教育や医学の専門家や保護者などの意見を聴いて、「指導が
不適切な教員」の認定を行う。
・任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、研修を実施しなければな
らない。
・指導改善研修中の教員は、免許状更新講習を受講できない。（教育職員免
許法）

○研修終了時の認定及び措置
・任命権者は、研修終了時に、教育や医学の専門家や保護者などの意見を聴
いて、指導の改善の状況について認定を行う。
・任命権者は、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定した
者に対して、免職その他の必要な措置を講ずる。

（２）指導が不適切な教員の人事管理の厳格化（教育公務員特例法）

・教員が、勤務実績が良くない場合やその職に必要な適格性を欠く場合に該
当するとして分限免職処分を受けたときは、その免許状は効力を失う。

（３）分限免職処分を受けた者の免許状の取扱い（教育職員免許法）

（施行期日）
・教員免許更新制の導入・・・平成２１年４月１日
・上記以外・・・平成２０年４月１日
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